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（１）介護療養病床の廃止と新たな施設類型の創設 

 介護療養病床は、利用者の８割以上が後期高齢者であることから、社会保障費が膨らむ

一因とされており、これまで廃止に向けた議論が続けられてきましたが、廃止期限を６年

延長したものの、平成 29年度末での廃止が決定しました。 

 

◆入所者の年齢構成～介護療養型医療施設（診療所）は７５歳以上が約９０％ 

 

 

 

 

 

 

 
 
平成 25年度老人保健事業推進費等補助金：医療ニーズを有する高齢者の実態に関する横断的な調査研究事業（公益法人全日本病院協会） 

 

 廃止に伴い、現在介護療養病床等に入院する患者の受け皿となる新たな類型が必要とな

ることから、平成 28年６月から、厚生労働省の「療養病床の在り方等に関する検討会」や

社会保障審議会「療養病床のあり方等に関する特別部会」で、平成 30年度以降の新たな受

け皿施設や移行計画について、様々な議論が交わされてきました。 

 

◆新たな選択肢の整理案 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「療養病床の在り方等に関する検討会」

１｜医療費抑制を目的とした介護療養病床廃止と受け皿の整備     

迫る介護療養病床廃止と新施設類型の創設 



療養病床の転換先として創設  新類型「介護医療院」の行方 

 

医業経営情報レポート 2 

 こうした議論を経て、本年５月 26日、「地域包括ケアシステム強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律」が成立し、新たな施設類型として「介護医療院」が創設されま

した。 

 介護医療院は平成 30年４月１日からスタートしますが、転換する際の重要なポイントで

ある明確な施設基準や介護報酬額・加算項目等については、平成 30年１月末に開催予定の

介護給付金分科会で決定される見込みです。 

 これにより、廃止が決定している介護療養病床を有する医療機関は、病床転換先として

具体的な選択を決定できない現状が続いていましたが、多くの医療機関が、介護医療院へ

の移行を検討し始めています。 

 

◆療養病床数の推移                   ＊括弧内は平成 18（2006）年との比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）厚生労働省「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて～サービス提供体制の新たな選択肢の
整理案について～に関する参考資料」 

 

（２）医療・介護提供体制の一体的な整備へ 

 療養病床の転換を促すうえで、当初の療養病床削減目標が「医療区分１」の患者が社会

的入院に該当するという前提で設定されたことから、「医療ニーズの低い患者は退院、ま

たは在宅療養への移行、もしくは介護サービス提供施設へ」という考え方があったことが

窺われます。 

 また、こうした患者の受け皿整備の議論において、在宅医療の推進が重点政策として打

ち出された背景のひとつといえます。 

 近年進められている地域包括ケアシステムの構築と併せて、単なる療養病床削減だけで

はなく、特に高齢患者を念頭に置いた個々の医療ニーズに対応できる受け皿の整備は、医

療と介護が地域ネットワークの中で十分な機能を発揮できるものにならなければ、現在療

養病床を運営する医療機関が選択する施設類型になりえないという意見も示されています。 

 そのため、療養病床再編の帰結として、老健施設などへの転換を促進する従来の方針が

修正され、新類型創設へ舵が切られたという経緯があります。 
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 現在の療養病床は、医療療養病床と平成 29年度末に廃止が決定している介護療養病床の

２種類ですが、療養病床入院患者の医療・介護ニーズは様々であり、その受け皿は現在の

病床が果たしている医療と介護の両機能を満たす施設類型とすることが提案されました。 

 その背景には、これらの入院患者像（医療療養病床は 25：１）として、要介護者や高齢

者が多く、一定の医療提供が必要であるも、長い平均在院日数と多数の死亡退院が特徴と

して挙げられたことがあります。 

 こうした意見を踏まえ、社会保障審議会「療養病床のあり方等に関する特別部会」にお

ける議論の積み重ねにより、新類型「介護医療院」の創設に至りました。 

 

◆療養病床と介護サービス提供施設の現状 

 

 
一般病床 医療療養病床 

介護療養型 

医療施設 

介護老人 

保健施設 

介護老人 

福祉施設 
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的管理の下にお
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の世話及び機能

訓練その他必要

な医療を行うこ

とを目的とする

施設 

要介護者に対

し、施設サービ

ス計画に基づ

いて、看護、医

学的管理の下

における介護

及び機能訓練

その他必要な

医療並びに日

常生活上の世

話を行うこと

を目的とする

施設 

要介護者に対

し、施設サービ

ス計画に基づ

いて、入浴、排

せつ、食事等の

介護その他の

日常生活上の

世話、機能訓

練、健康管理及

び療養上の世

話を行うこと

を目的とする

施設 

医療法第 7条 

第 2項 

医療法第 7条 

第 2項 

旧・介護保険法 

第 8条第 26 項 

介護保険法 

第 8条第 27 項 

介護保険法 

第 8条第 26 項 

設置根拠 
医療法（医療提供施設）  老人福祉法 

(老人福祉施設) 医療法（病院・診療所）  

財源 医療保険 介護保険 

１人当たり 

平均的 

費用額/月 

（＊） 

― 

入院基本料１ 

約 59.6万円 

入院基本料２ 

約 45.8万円 

介護療養施設 

サービス 

約 35.8万円 

介護保健施設 

サービス 

約 27.2万円 

介護福祉施設 

サービス 

約 25.5万円 

 
（＊）「平成 26年度入院医療等の調査」に基づく１ヶ月の請求額、および「介護給付費実態調査平成 27年３

月審査分」より算出 
 
（出典）厚生労働省「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて～サービス提供体制の新たな選択肢の

整理案について～に関する参考資料」 

２｜様々な医療・介護ニーズを踏まえた新制度創設     

新類型施設への転換対象 
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（１）介護医療院の２つのタイプ 

 社会保障審議会「療養病床のあり方等に関する特別部会」の提言により、「地域包括ケア

システム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の成立をもって創設された介

護医療院には、医療機能の大きく分けて２つのタイプがあります。 

 介護医療院は、病院や診療所と区別された新類型であり、医療の必要性が比較的高い方

が利用する①医療機能を内包した施設系サービス、そして、医療を外から提供する②居住

スペースと医療機関併設タイプ、の２種類が設けられました。 

 さらに①のなかでも、主な利用者として（Ⅰ）容体急変リスクのある医療必要度の高い

利用者、（Ⅱ）医療の必要性は多様ながら（Ⅰ）に比べて容体が比較的安定した利用者、を

それぞれ想定した２つのパターンが示されました。 

 

◆「介護医療院」の概要 

 
①医療を内包した施設系サービス 

②居住スペースと医療機関

の併設型 

 （Ⅰ） （Ⅱ） 

医療外付け型 施設の 

基本的性格 
要介護高齢者の長期療養・生活施設 

設置根拠 
介護保険法 

 

＊医療法上の医療提供施設 

医療機関：医療法 

居住スペース 

：介護保険法 

 老人福祉法 

主たる 

利用者像 

重篤な身体疾患を有する者

及び身体合併症を有する認

知症高齢者 等 

(療養機能強化型 A・B相当) 

（Ⅰ）と比べて比較的

容体が安定している者 

医療の必要性は多様だが、容

体は比較的安定している者 

施設基準 

（参考） 

介護療養病床相当 

(参考：現行の介護療養病床) 

医師 48：１ 

看護 ６：１ 

介護 ６：１ 

老健施設相当以上 

(参考：現行の老健施設) 

医師 100：１ 

看護・介護 ３：１ 

医療機関部分 

：算定する診療報酬施設基準 

（参考：特定施設入居者介護） 

医師 基準なし 

看護・介護 ３：１ 

面積 
老健施設相当（8.0㎡/床） 

※多床室の場合はプライバシーに配慮した療養環境 

整備が必要（家具・パーテーション等） 

（現行の有料老人ホーム） 

居住スペース 

個室 13.0㎡/室以上 

（出典）療養病床のあり方等に関する特別部会「療養病床のあり方等に関する議論の整理」

新たな施設類型「介護医療院」の概要 

１｜新施設類型「介護医療院」の機能     
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 ①・②とも、基本的に介護保険制度が適用される施設ですが、②の併設医療機関が提供

する医療サービスについては、当該医療機関は医療法上の位置づけであり、医療保険が適

用されます。この場合、医療機関は居住スペースの利用者に対し、訪問診療を行う形とな

ります。 

 尚、介護医療院は、従来の医療機関とは区別されているため、新設する場合には「介護

医療院」という名称を付けることが求められています。ただし、当面は介護療養病床から

の転換によって設置されるケースが想定されており、その場合には「○○病院」「△△クリ

ニック」という名称を引き続き使用することができます。 

 

◆介護医療院創設検討におけるサービスモデル案 

 
（出典）厚生労働省「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて～サービス提供体制の新たな選択肢の

整理案について～に関する参考資料」 

 

（２）慢性期の医療・介護ニーズへの対応 

 新類型である介護医療院は、現在医療・介護の各機能の要件や次期診療報酬・介護報酬

同時改定を控えた報酬水準の検討が進められています。 

 今回の新類型創設にあたっては、長期療養にふさわしい「住まい」としての機能と、日

常的で継続的な医学管理や看取り・ターミナルケアを実施できる機能の双方を兼ね備えた

ものとすることが念頭に置かれていました。 

 実際には、現行の介護療養病床の人員配置や特定施設入居者介護の考え方を踏襲したサ

ービスモデルが示されたため、介護療養病床がこれまで果たしてきた機能をある程度維持
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しながら、慢性期でも状態が変化する高齢患者の医療・介護ニーズに対応することが可能

になると期待されます。 

 

 

 

 介護医療院は、患者像に合わせて柔軟な人員配置、財源設定が可能となるように各タイ

プのサービスモデルを提示しました。 

 基本的には、医療区分１を中心とする長期の医療・介護サービスが必要な患者を対象と

し、その医療必要度や容体の安定性などによって、施設が提供する医療・介護サービスの

内容や期待される役割が異なっています。 

 

（１）介護療養病床相当の施設系サービス 

 医療の必要性が比較的高く、容体が急変するリスクがある利用者を想定しています。 

●喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理 

●24時間の看取り・ターミナルケア 

●当直体制（夜間・休日の対応）又はオンコール体制 

⇒ 高い介護ニーズに対応 

 

（２）老健施設相当以上の施設系サービス 

 容体が比較的安定している利用者を想定しており、（１）よりも「住まい」としての機能

を重視するサービスモデルだといえます。 

●多様なニーズに対応する日常的な医学管理 

●オンコール体制による看取り・ターミナルケア 

⇒ 多様な介護ニーズに対応 

 

（３）医療併設型サービス 

 医療機関併設型は、療養病棟入院基本料 25：１を算定するなど、主に慢性期医療を提供

している病院が、医療機能の集約化等によって、療養病床 20：１や診療所に転換し、空い

たスペースを居住スペースに活用するパターンなどを想定しています。 

●多様なニーズに対応する日常的な医学管理 

●併設する病院・診療所からのオンコール体制による看取り・ターミナルケア 

⇒ 多様な介護ニーズに対応 

２｜各タイプの特徴と期待される役割     
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（１）介護療養病床からの転換に向く施設系サービス 

 医療機能を内包した施設系サービスのうち、容体急変リスクを有する利用者が主体とな

る介護療養型タイプは、日常的・継続的な医学管理や 24 時間の看取り・ターミナルケア、

夜間・休日対応を含む当直又はオンコール体制の整備が示され、医療ニーズへの対応が求

められています。 

 これらは介護療養病床のなかでも、2015年介護報酬改定で新設された「療養機能強化型

A・B」の機能と重なるもので、その他の介護療養病床と平均要介護度に大きな差がみられ

ない（機能強化型 4.5/その他 4.3）一方で、経管栄養や喀痰吸引など日常的・継続的な医

学管理を要する利用者が多い現状からも、機能強化型のサービス提供が期待されているこ

とがわかります。 

 

◆現在受けている治療の割合（複数回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典）厚生労働省「療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて～サービス提供体制の新たな選択肢の

整理案について～に関する参考資料」 

医療機関の実態に基づいたタイプ別選択肢 

１｜介護医療院への転換検討ポイント     



療養病床の転換先として創設  新類型「介護医療院」の行方 

 

医業経営情報レポート 8 

 現行の療養機能強化型が果たしている医療ニーズの高い高齢者の受け皿として、介護医

療院への転換パターン検討では、介護療養型がより具体的な選択肢になるといえます。 

 

（２）現在の運営状況から転換を検討すべき老健施設型サービス 

 介護療養病床廃止の議論の過程では、介護療養型医療施設は介護療養型老人保健施設へ

の移行を念頭において、報酬などでの政策的誘導が検討されていました。 

 この老健施設型の施設系サービスは、現行の介護療養型老人保健施設の機能と同様のも

のが求められていることから、介護療養病床からの転換には、現在の施設運営状況を鑑み

て検討が必要になると思われます。 

 具体的には、医療ニーズへの対応だけではなく、「住まい」としての機能強化が重要にな

ることから、多くの介護療養病床では、療養環境に関する整備が求められると予想されま

す。そのため、既存の施設状況を見極め、これらの基準を満たす整備が可能かどうかも検

討ポイントの一つに挙げられます。 

 

◆老健施設型サービスへの転換検討時の課題～療養環境面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、慢性医療を提供する医療法人のなかでは、介護療養病床だけでなく法人グループ

内で老健を含む複数の施設を運営しているケースも少なくないはずです。 

 介護医療院への転換については、施設単体での検討だけではなく、法人全体で地域マー

ケットの検証を行い、新類型を含む介護ニーズへの対応バランスを判断する必要がありま

す。 

●療養スペースの面積 

現行の介護療養病床：１床あたり 6.4㎡ 

現行の医療療養病床 20対１・25対１：１床あたり 6.4㎡ 

新類型「介護医療院」（老健型施設サービス）の療養室：１床あたり 8.0㎡ 

⇒ 療養室面積を広げるリニューアル 

    病床数のダウンサイジング     等 

●「住まい」を意識したプライバシーへの配慮 

多床室の介護療養病床の場合 

 ⇒ 家具やパーテーション等による間仕切りの設置   等 
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 医療機関が併設する医療外付け型タイプについては、介護療養病床だけではなく、一般

病院や診療所からの参入も想定されます。また、介護療養型病院を医療保険適用の療養病

棟入院基本料１（20：１）算定病院や診療所に転換するケースも選択肢となります。 

 機能分化や経営の効率化を図るうえで、病床のダウンサイジングや有床診療所の無床化

を決断した場合、空いたスペースを居住スペースとして確保し、医療機関は外付けで医療

サービスを提供することで、新類型施設を運営する選択肢を検討することは可能です。居

住スペースの施設基準上、医師の配置は不要となりますが、看護・介護職員は必要です。 

 このような負担軽減のメリットがある一方で、医療外付け型タイプについては、特に医

療サービス提供の面で様々な懸念が指摘されています。 

 

◆医療外付け型タイプに対する懸念～特別部会での指摘等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護医療院の特徴として、第一に介護と医療双方の機能を果たす施設類型であることが

挙げられます。現在慢性期医療を提供する医療機関にとって、医療外付け型タイプを病床

転換先として選択するには、自院の地域における役割を正確に把握することが重要です。 

 特に、医療外付け型タイプは、在宅療養に不安を持つ高齢患者からのニーズが高いと思

われることから、必要に応じ、在宅移行へのサポート体制整備などの検討が必要です。 

２｜医療外付け型タイプの可能性と今後     

●医療外付け型で 24時間・オンコール体制対応への不安 

居住スペースに対する 24時間・オンコール体制が外付け医療機関で対応可能か 

⇒ 入所時から状態が悪化した高齢利用者の急変リスクへの対応が困難 

    容体安定の基準があいまいであり、医療必要度が高い利用者への対応や 

    看取りが、オンコール体制で対応できるか 

●過剰な医療提供に結びつく可能性 

医療内包型施設では費用包括のため効率化へのインセンティブが働くが、 

医療外付け型では訪問診療を基本として併設の医療機関から自由な医療提供が可能 

⇒ 過剰な医療提供が生じ、医療とケアの質が低下しないか 

●他の類似施設との差別化 

  新類型創設で制度が複雑化し、現行の特定施設入居者介護や、医療法人開設の 

高齢者サービス付き住宅、介護付き有料老人ホームなど、類似施設との差別化が 

困難ではないか 

 ⇒ 医療ニーズの高い利用者に各施設類型のメリットを理解してもらえるか 

   同様の介護施設マーケットの激化を促進するのではないか 
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（１）療養病床から生じる新たなサービス必要量の受け皿 

 平成 29年度末で廃止となる介護療養病床、および経過措置が終了する療養病棟入院基本

料２（25：１）は、病床転換への期限が迫っています。 

 介護医療院の創設により、当初方針の柱であった病床数の大幅削減ではなく、療養病床

の受け皿としての機能を提示したことで、今後新たなサービスの必要量を把握し、診療報

酬および介護報酬の決定や、在宅医療や介護の受け皿の整備目標の設定、療養病床の基準

病床の算定（在宅医療等対応数の算出）に活用するとしています。 

 そのため、介護医療院等への転換見込み量は、医療計画の終期である平成 35年度時点の

ものを算定しています。 

 

◆療養病床から介護医療院等へ転換する見込み量の把握イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「療養病床の在り方等に関する検討会」 

 

 転換見込み量は、都道府県と市町村の連携の下で調査を実施（調査すべき事項等は、国

が例示）し、把握した数を活用します。 

 ただし、介護療養病床については、経過措置期間が平成 35年度末とされていることを踏

まえ、同 32 年度時点については調査により把握した数、同 35 年度時点については全数に

相当する数を下限として、転換する見込み量を設定する方針が示されています。 

今後の高齢者医療に期待される将来像 

１｜介護医療院の創設がもたらす影響     
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 既存の療養病床の転換選択肢としては、新類型の介護医療院だけではなく、療養病棟入

院基本料１（20：１）の算定病床、もしくは在宅医療への資源集中、現行の介護保険適用

施設なども挙げられます。 

 介護医療院の創設により、介護保険適用施設のベッド数が実質的に大きな減少とならな

いのであれば、厚生労働省が目指す社会保障費の削減に必ずしも資するものにはならない

可能性も課題として指摘されているところです。 

  

（２）療養病床の転換意向の現状 

 介護療養病床の経過措置延長等が決定されていなかった時期ではありますが、平成 29年

度末に廃止もしくは経過措置終了期限を迎える療養病床を有する医療法人に対し、静岡県

が実施した転換意向に関する調査結果は次のとおりです。 

  

◆参考：静岡県が実施した転換意向調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「療養病床の在り方等に関する検討会」 

 ここからは、現行の医療療養病床 25：１は同 20：１を目指す医療機関が多く、介護療養

病床からの転換は、まだ方向性を決断できていない状況が窺われます。その背景には、政

策動向の不透明さが理由として挙げられているようです。 

 本年、介護医療院創設が決定した以降では、新たな選択肢をどのようにとらえ、自院の

現状を踏まえた判断が求められています。 
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（１）地域包括ケアシステムを意識した戦略 

 2025年問題が迫り、国が推進する地域包括ケアシステムを機能させるためには、介護医

療院で想定される医療・介護ニーズに対応できる高齢者医療や慢性期医療を提供すること

が求められます。 

 2025年までの最後の同時改定となる診療報酬・介護報酬改定が来年に予定されています

が、在宅医療重視の評価体系の見直しも検討されており、介護医療院の評価を含めて、政

策動向には今後も注視する必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

（２）自院ポジショニングの再認識 

 転換時期が迫っていたとしても、医療機関としては自院の診療圏を中心とする地域にお

いて、どのような役割をいかに担っていくかを検討する必要があります。 

 現在の療養病床「医療区分１」の患者のうち、７割は在宅等に復帰・移行する前提で各

都道府県の地域医療構想を策定していますが、地域によって実情は異なるはずです。 

 自院の地域ニーズの正確な状況を把握し、またこれまで勝ち得た患者・利用者からの信

頼を踏まえて、必要な役割と位置づけを示し、介護医療院を含めて様々な選択肢を検討す

ることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

２｜新類型転換を検討する医療機関が目指す方向性     

●多様な医療・介護ニーズに対応できる体制づくり 

 人員配置、スキルを持った人材の確保 

 認知症ケア・がん末期患者等への対応などの専門性アピール 

●慢性期医療の提供体制の確立 

 24時間・オンコール体制への対応 

●在宅・連携先医療機関からの受け入れ推進 

 地域医療ネットワークへの積極的参加 

●地域からの信頼 

 医療・介護両面からのサービス提供の充実        等 

●療養病床の受け皿となる施設・サービス体制の整備 

 国の政策に対応する施設・サービス方針への対応 

●ターミナルを含む慢性期患者ニーズへの対応 

 在宅医療移行支援も含めたサービスによる差別化 
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